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重要事項説明書

契
約
の
表
示

本件システムの名称 ○○○○○○○○

本重要事項説明書は以下の委託者と受託者における○○○○年○月○日付のパッケージソフトウェア利用コンピュータ

システム構築委託モデル契約書（以下「システム基本契約書」といいます。）に係る以下の業務の契約に関するものです。

契約の名称 該当 契約の類型

A 要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約（カスタマイズモデル） あり・なし 準 委 任

B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約（カスタマイズモデル） あり・なし 準 委 任

C パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル) あり・なし 準 委 任

D 外部設計支援業務契約 あり・なし 準 委 任

E ソフトウェア設計・制作業務契約 あり・なし 請 負

F 構築・設定業務契約 あり・なし 請 負

G データ移行支援業務契約 あり・なし 準 委 任

H 運用テスト支援業務契約 あり・なし 準 委 任

I 導入教育支援業務契約 あり・なし 準 委 任

J 保守業務契約 あり・なし 準 委 任

K 運用支援業務契約 あり・なし 準 委 任

○○○○○○○○○○○○ 御中（ユーザ） 日付：○○○○年○○月○○日

標記取引について、本重要事項説明書及び末尾記載の添付図書の原本もしくは写しを交付し、重要事項の説明を致します。本書

の内容は個別契約として本契約の一部を構成する条項の詳細な内容であり大変重要です。用語や内容がご不明の場合は、いつで

もご質問頂き、十分理解されるようお願い致します。

受
託
者
（
ベ
ン
ダ
）

会 社 名

主 た る 事 務 所 〒

代 表 者 氏 名

重要事項を説明する契約担当責任者

所 属 部 門 名

氏 名 記名 印 電話番号 （ ）

業務に従事する事務所 〒

■告知事項

情報システムの機能適合性や品質（応答性能、信頼性、安定性、セキュリティ等）の確保には委託者と受託者の綿密なコミュニ

ケーションと協働が必要です。情報システムの仕様や目的の不適合、運用上の不都合の発生は、事前のコミュニケーションやテ

ストの不足、協働の失敗などが原因であり、これらが原因による情報システムの改修や修復には多大な費用と時間が費やされる

場合があります。また、場合によってはこれらの改修費用などをご負担いただくこともあります。情報システムの構築に関わる

各業務の性質をご理解頂いた上で、本重要事項説明書を精査の上、ご承認をお願い申し上げます。

受領書および契約条件の承認

△△△△△△△△△△△ 御中(ベンダ） 日付：○○○○年○○月○○日

標記取引について、本重要事項説明書および末尾一覧に記載された添付図書の原本もしくは写しを受領し、告知事項、重要事項

の説明を受け、本契約の条件について承認しました。

委
託
者

（
ユ
ー
ザ
）

会 社 名

住 所 〒

代 表 者 氏 名 記名 印 電話番号 （ ）

担 当 者 氏 名 記名 印 電話番号 （ ）

（鑑部分）
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契約及び費用の一覧

契約名称 受託金額（税抜） 支払条件

システム基本契約書第 4条に基づく責任者、主任担当者名
特記事項

ユーザ側 ベンダ側

責任者 主任担当者 責任者 主任担当者

特約条項：

プロジェクト体制図（組織図）

（鑑部分）
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A 要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約（カスタマイズモデル）の重要事項 (1) 

■要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約（カスタマイズモデル）の概要（契約の

内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業実施には、ベンダの担当する作業とお客

様に作業をお願いするものがあります。）

【記載例】お客様の業務の調査・分析に基づき、業務の新全体像、業務モデル、システム方式、付帯機能の方針、

サービスレベルと品質に対する方針の策定支援、システム機能の実現範囲（機能要件）と品質・性能・運用操作、

セキュリティ等（非機能要件）を含む業務要件の定義、これに基づく適切なパッケージソフトウェア候補の選定（使

用許諾契約の内容、保守性、SaaS/ASP においては SLA の評価などの検討を含みます。）等の支援を行います。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」と

いいます。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の

支払い方法を含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件は、システム基本契約書、本重要事項

説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. パッケージソフトウェア候補の選定支援における善管注意義務

1) 本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。）

及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構築

のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS 及びもしくは ASP

（以下あわせて「本件パッケージ」といいます。）が利用されます。その候補の選定はユーザが行うもの

とします。

2) ベンダは、本重要事項説明書に定めるところにより、本件パッケージの候補の選定を支援するとき

には、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をも

って行うものとします。ベンダは適切と判断するときは、本件パッケージの候補が存在しないことをユ

ーザに進言しなければなりません。

3. ベンダの善管注意義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑

かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び

助言などの支援業務を行うものとします。

4. 業務終了の確認

1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに

提出します。

2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間（以下「点検期間」といいます。）内に、前項の業務報告書の

点検を行うものとします。

3) ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベ

ンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。

4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理

由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。

■告知事項

内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
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A 要件定義支援及びパッケージソフトウェア候補選定支援業務契約（カスタマイズモデル）の重要事項 (2)具体的作業内容

作業項目 作業内容及び作業実施担当

企画（業務の新全体像、業務モデル、システム方式、付帯機能の方

針、サービスレベルと品質に対する方針の策定支援）
ユーザ ベンダ

以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

業務要件定義（機能要件、非機能要件、セキュリティを含む） ユーザ ベンダ

以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

パッケージソフトウェア候補の選定支援（使用許諾契約、保守性、

業務要件に対する機能適合評価、SaaS/ASP においては SLA の評価を含みます）
ユーザ ベンダ

以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

未決事項：

付帯事項（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特約条項：

業務完了報告書の提出期限：○○○○年○○月○○日

上記各報告書に係る点検期間：提出日から○日間

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準： 損害賠償限度額：

支払期限：○○○○年○○月○○日 支払方法： 現金・口座振込
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B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約（カスタマイズモデル）の重要事項 (1) 

■パッケージソフトウェア選定支援及びシステム要件定義支援業務の概要（契約の内容となる具体的作業は、次頁

以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。）

【記載例】業務要件定義に基づき、システムの機能・能力等の決定、パッケージソフトウェア候補の機能の比較、

不足部分（アドオン、外部プログラム）・変更（モディファイ）を要する部分の明確化・使用許諾契約の内容・将

来にわたる保守性、機能、能力、動作環境、セキュリティ等とコストを勘案し、使用するパッケージソフトウェア

を決定することを支援します。さらに必要とされる能力を満たすハードウェア等の選定、パッケージソフトウェア

のモディファイ、アドオン作成のための API（アプリケーションプログラムインターフェース）、SaaS/ASP にお

いては SLA の評価や、既存システムとの接続性等の評価を支援します。また、API 等の評価にあたりパッケージ

ソフトウェア、ハードウェア等の導入が必要な場合、その明細及び金額を提示します。お客様との取決めによって、

システム全体のテスト仕様書の作成及び提案要望書（RFP）の作成を含む場合があります。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」といいま

す。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の支払方法を

含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件は、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業

内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。）

に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェアを含みます。）に関し、本件業務の

提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機器等｣といいます。)を

購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締結

される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別段

の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

3. パッケージソフトウェアの選定支援における善管注意義務

1) 本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステ

ムの構築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS 及びも

しくは ASP（以下あわせて「本件パッケージ」といいます。）が利用されます。その選定はユーザが行うも

のとします。

2) ベンダは、本重要事項説明書に定めるところにより、本件パッケージを提案しその選定を支援するときに

は、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって行う

ものとします。ベンダは適切と判断するときは、本件パッケージとして最適なソフトウェア等が存在しないこ

とをユーザに進言しなければなりません。

4. ベンダの善管注意義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑かつ適

切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び助言などの

支援業務を行うものとします。

5. 業務終了の確認

1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに

提出します。

2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間（以下「点検期間」といいます。）内に、前項の業務報告書の

点検を行うものとします。

3) ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベ

ンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。

4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理

由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。

■告知事項

内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
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B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約（カスタマイズモデル）の重要事項 (2)具体的作業内容

本件業務にあたって使用する業務要件定義書：

作業項目 作業内容及び作業実施担当

パッケージ候補のシステム要件評価（移行要件を含みます。） ユーザ ベンダ

以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

API の実現性の確認（候補パッケージの API、既存システムとの

接続性等の評価、SaaS/ASP においては SLA の評価）
ユーザ ベンダ

以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

パッケージソフトウェアの選定（ソフトウェア要件定義と評価） ユーザ ベンダ

以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

推奨ハードウェア構成の概要 ユーザ ベンダ

以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

システム全体のテスト仕様書作成（実施する・実施しない） ユーザ ベンダ

実施する場合、以上に関わる報告書の作成：提出予定期限○○○○年○○月○○日

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

未決事項

付帯事項（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特約条項：

業務完了報告書の提出期限：○○○○年○○月○○日（RFP 作成を含む・含まない）

上記各報告書に係る点検期間：提出日から○日間

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準： 損害賠償限度額：

支払条件 支払期限： 支払方法： 現金・口座振込
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B パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(カスタマイズモデル)の重要事項 (3)ソフトウェア、機器、ドキュメントの明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
機
器
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
明
細
一
覧

項
番

名称・型番・仕様・製造・開発元・

提供会社等
単価 数量 価格（税抜） 納入日

納入先

稼働場所

無償保証の条件等*1 補修用性能部品

（有償）の最低保

有期間*1

取引・決済の形

態、方法（リー

ス・レンタル・

売買）

別途締結する契

約（売買契約、使

用許諾契約等）無償保証期間
無償保守の条

件等

○○年○○月○○日

合計金額（税抜）

付帯事項：

特約条項：*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告なく変更される場合があります。
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C パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル)の重要事項 (1) 

■パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務の概要（契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記

載されています。これらの作業には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。）

【記載例】お客様の業務の調査・分析に基づき、システム化の方針、業務内容の整理、システム機能の実現範囲（機

能要件）と品質・性能・運用操作、セキュリティ等（非機能要件）などの業務要件の定義、これに基づく適切なパ

ッケージソフトウェア候補の選定（使用許諾契約の内容、保守性、SaaS/ASP においては SLA の評価）などの検

討を含みます）等の支援を行います。さらに、業務要件定義に基づき、システムの機能・能力等の決定、パッケー

ジソフトウェア候補の機能の比較、使用許諾契約の内容・将来にわたる保守性、機能、能力、動作環境、セキュリ

ティ等とコストを勘案し、使用するパッケージソフトウェアの決定を支援します。さらに必要とされる能力を満た

すハードウェア等の選定等を支援します。パッケージソフトウェアの外部プログラム作成のための API（アプリケ

ーションプログラムインターフェース）、SaaS/ASP においては SLA の評価や、既存システムとの接続性等の評価

を支援します。また、API 等の評価にあたりパッケージソフトウェア、ハードウェア等の導入が必要な場合、その

明細及び金額を提示します。お客様との取り決めによって、システム全体のテスト仕様書の作成及び提案要望書

（RFP）の作成を含む場合があります。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務の提供を依頼し、ベンダは、

これを引き受けました。業務の内容、日程、代金（代金の支払方法を含みます。）、各当事者の具体的な義務等

の取引条件は、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従いま

す。

2. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。）

に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。）に関し、本件業務

の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機器等｣といいます。)

を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締

結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別

段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

3. パッケージソフトウェアの選定支援における善管注意義務

1) 本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステ

ムの構築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS 及びも

しくは ASP（以下あわせて「本件パッケージ」といいます。）が利用されます。その選定はユーザが行うも

のとします。

2) ベンダは、本重要事項説明書に定めるところにより、本件パッケージを提案しその選定を支援するときに

は、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって行う

ものとします。ベンダは適切と判断するときは、本件パッケージとして最適なソフトウェア等が存在しないこ

とをユーザに進言しなければなりません。

4. ベンダの善管注意義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑かつ適

切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び助言などの

支援業務を行うものとします。

5. 業務終了の確認

1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユーザに

提出します。

2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間（以下「点検期間」といいます。）内に、前項の業務報告書の

点検を行うものとします。

3) ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印してベ

ンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。

4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で具体的な理

由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみなします。

■告知事項

内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
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C パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル)の重要事項 (2)具体的作業内容

作業項目 作業内容及び作業実施担当

企画（業務の新全体像、業務モデル、システム方式、付帯機能

の方針、サービスレベルと品質に対する方針の明確化）
ユーザ ベンダ

業務要件定義（機能要件、非機能要件、セキュリティを含む） ユーザ ベンダ

パッケージソフトウェア候補選定支援（使用許諾契約、保守性、

業務要件に対する機能適合評価、SaaS/ASP においては SLA の評

価を含みます。）

ユーザ ベンダ

パッケージ候補のシステム要件評価（移行要件を含みます。） ユーザ ベンダ

API の実現性の確認（候補パッケージの API、既存システムとの

接続性等の評価、SaaS/ASP においては SLA の評価）
ユーザ ベンダ

パッケージソフトウェアの選定（ソフトウェア要件定義と評価） ユーザ ベンダ

推奨ハードウェア構成の概要 ユーザ ベンダ

システム全体のテスト仕様書作成（実施する・実施しない） ユーザ ベンダ

連絡協議会の実施要項：

未決事項

付帯事項（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特約条項：

業務完了報告書および要件定義書の提出期限：○○○○年○○月○○日（RFP 作成を含む・含まない）

上記報告書及び要件定義書に係る点検期間：提出日から○日間

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準 損害賠償限度額：

支払期限： 支払方法： 現金・口座振込
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C パッケージソフトウェア選定支援及び要件定義支援業務契約(オプションモデル)の重要事項 (3)ソフトウェア、機器、ドキュメントの明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
機
器
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
明
細
一
覧

項
番

名称・型番・仕様・製造・開発元・

提供会社等
単価 数量 価格（税抜） 納入日

納入先

稼働場所

無償保証の条件等*1 補修用性能部品

（有償）の最低保

有期間*1

取引・決済の形

態、方法（リー

ス・レンタル・

売買）

別途締結する契

約（売買契約、使

用許諾契約等）無償保証期間
無償保守の条

件等

○○年○○月○○日

合計金額（税抜）

付帯事項：

特約条項：*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告なく変更される場合があります。
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＜告知事項＞要件定義におけるセキュリィ仕様 (1)（記載例：B 又は C の業務要件定義に添付する）

技
術
的
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策(

例)

項
番

対策内容 脅威の内容
実施担当 本件業務での対応

ユーザ ベンダ
対応

レベル*
仕様もしくは候補製品等

1
■認証

情報を参照している人が本人

なのかを証明をする。

情報を参照している人が、本人なのかを管理

していないと、他人に重要な情報を見られる可

能性がある。

○ 2 ID、パスワードを利用して、個人を

認識する。

2
■アクセス権

情報よって、アクセスできる人

を制限・管理する。

誰でも情報アクセスできるようになっていると、

削除、改ざん、複製、持ち出しされたりする。
○ 2

サーバ単位、フォルダ単位で、個人・

グループがアクセスできるように設

定する。

3
■暗号化

情報を暗号化して、紛失・盗

難・盗聴の対策を施す。

情報機器（コンピュータやUSB メモリなど）が
盗難又は紛失することにより、情報が漏えい

するおそれがある。

○ 3
社内の PC、社外に持ち出す PC、業務で使

用する USB メモリ・外付け HDD、

CD/DVD など情報を書き込めるものに対

して暗号化をする。

4

■ウイルス等の悪意あるプロ

グラムの取り扱い及び検出す

る機能の導入

悪意あるプログラムから情報

資産を守る。

コンピュータに誤動作を起こさせる悪意のある

プログラムにより、システムが利用できなくな

る、データが消去される、情報が外部に漏えい

する、などのおそれがある。

○ 2 PC 上で悪意のあるプログラムを検出

して削除し、警告する。

5
■ネットワークの運用

ネットワークを流れるデータ

量の管理をする。

ネットワーク障害や大量のデータ転送により、

ネットワークが正常に利用できなくなるおそれ

がある。

○ 2 障害検知やネットワーク負荷を検知

するツールを導入する。

6
■保守

OS やアプリケーション、ハー

ドの保守を行なう。

保守がされていないと、不具合の発生や、セ

キュリティホールによって情報が漏えいするお

それがある。

○ △ 3

保守対象となる不具合修正版の発行

時に、ユーザが予備機にてテストを行

い、適用する手順を文書化する。ベン

ダは、不具合修正版の発行を伝える。

7
■機器運用監視

サーバ、ネットワーク機器の稼

働監視を行う。

システムの状況を把握できないことにより、障

害の対応が遅れて情報システムへのアクセス

が長時間停止するおそれがある。

○ 3
運用状況の把握や記録を自動的に行

う。障害発生時にはユーザに通知す

る。 

8
■障害発生時の対応

障害時の対応マニュアルの整

備をする。

システム障害時の対応手順が決められていな

いと、適切に対応できず、復旧が遅延するおそ

れがある。

○ 3 障害発生時に手動で切り替える手順

を定め文書化する。

9
■データの保護

データが改ざんされないよう

に防御する。

データが保護されていないと、データが改ざん

されたり、漏えいしたりするなどのおそれがあ

る。 
○ 2 すべてのデータを暗号化もしくはア

クセス権での保護を実装する。

10

■ログ管理

情報の持ち出し履歴をとって

監査の証跡資料として管理す

る。

情報システムの監査ログが適切に管理されて

いないと不正な出来事に気付く事ができない

おそれがある。

○ 3 ログを取得し、定期的なレポートを行

う。 

物
理
的
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策(

例)

11
■作業領域（場所）

コンピュータを設置する環境

を管理する。

部外者が、簡単に会社や部屋に入れてしまう

と、情報を盗まれる恐れがある。
○ 2 マシンルームやオフィスを鍵で施錠

して隔離する。

12 ■データの保管

データのバックアップをとる。

システムの緊急停止や不慮の災害の発生時

に、システムを業務可能な状態に復旧できなく

なる。

○ ○ 2
ベンダは日次、定時に複製を保管する

ための機能を実装する。ユーザは日常

のバックアップ作業を実施する。**

13 ■作業環境管理（空調等）

適切な温度、湿度を保つ。

高温、多湿になると、コンピュータが正確に作

動しなくなるおそれがある。
○ 2 人が判断して、空調を調節する。

14 ■停電時の機器運用

停電時の稼動性を確保する。

停電などにより、コンピュータが稼動せずに業

務が中断される、データを喪失するなどのおそ

れがある。

○ 2
停電発生時に安全に停止できるよう

に補助電源装置及び自動停止機能を

実装する。

15
■資産の管理

資産台帳を作成し、資産を管理

する。

資産（情報機器・電子媒体・紙）の資産管理が

されていないと紛失・盗難の検知ができない。
○ 2 管理手順を文書化し、人が確認し、管

理台帳を作成して管理する。

管
理
的
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策(

例)

16
■資産分類

資産を重要度に応じて分類し、

取扱いを定め管理する。

情報資産が取扱い基準（極秘・社外秘など）に

よって分類されていないと、権限のない者から

情報が漏えいする可能性がある。

○ 3 情報の所在を管理する手順を定め、文

書化し実行する。

17
■システム受入れ管理

コンピュータシステムの受入

れ基準を定め管理する。

受入れたシステムの不備に気付かず稼動し、

又はネットワークに接続すると、不具合が発生

する可能性がある。

○ 3 テスト仕様書を作成し、実際に使用す

るデータによってテストを行う。 

18

■運用体制

社員または社員以外の組織に

運用させる場合の管理方法を

定める。

情報システムの運営を部外者に行わせる場

合、管理基準がないと、情報が漏えいする。
○ 2

運用操作ログや機器、情報の操作履歴

を記録、保管する手順を定め、文書化

し実行する。

19
■情報漏えい時の対策体制

情報漏えいが発生した場合の

手順、組織を定める。

漏えい事故などが発生した場合の管理体制が

決まっていないと、対応が遅れ被害が大きくな

るおそれがある。

○ 2 漏えい事故のレベルを想定し対策体

制を文書化する。

特約条項：本告知事項は、業務要件定義書（○○○○年○○月○○日、第△版）に基づき、お客様が合意した内容であり、かかる合意

の範囲外の脅威に対応するものではありません。

告知事項：*対応レベルは、経済産業省情報システム・モデル取引・契約書追補版セキュリティチェックシートに基づく、該当レベルを

表示しています。**データのバックアップ作業はユーザの責任とします。バックアップがないことにより生じる損害についてベンダは

負いませんので、十分ご注意ください。
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＜告知事項＞要件定義によるセキュリィ仕様 (2)（記載例：B 又は C の業務要件定義に添付する）

W
eb

シ
ス
テ
ム

技
術
的
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策(

例)

項
番

対策内容 脅威の内容

実施担当 本件業務での対応

ユーザ ベンダ
対応

レベル*
仕様もしくは候補製品等

20
■認証

情報を参照している人が本

人なのかを証明をする。

情報を参照している人が、本人なのかを管理

していないと、他人に重要な情報を見られる

可能性がある。
○ 2 利用者と管理者のアクセス権限の設

定を実装する。

21
■アクセス権

情報よって、アクセスできる

人を制限・管理する。

誰でも情報アクセスできるようになっている

と、削除、改ざん、複製、持ち出しされたりす

る。 
○ 3 個人情報に関わるものの暗号化を実

装する。

22
■暗号化

情報を暗号化して、紛失・盗

聴・改ざんの対策をする。

通信経路やパスワードが暗号化されていない

場合は、紛失・盗聴・改ざんや成りすましの可

能性がある。

○ 2 データの有効期限や取扱方法を部分

的に定め文書化する。

23

■ページ間のデータ授受

Web のページをまたがってデ

ータのやり取りをする際の

対策をする。

ページ間のデータ授受が正しくなされない場

合は、情報が漏えいしたり、成りすましされた

りする可能性がある。
○ 2 悪意のあるコードを排除する仕組み

を実装する。

24

■悪意のあるコードの侵入

阻止

悪意のあるコードがWebサー

バに埋め込まれるのを阻止

する。

悪意のあるコードがWebサーバ上で実行さ
れると、フィッシング詐欺やユーザの成りすま

し、パスワード漏えい等の可能性がある。 ○ 2 システム連携悪用を排除する仕組み

を実装する。

25

■システム連携

他のシステムや他のアプリ

ケーションとの連携を行う

際に連携の仕組みを悪用さ

れるのを阻止する。

連携の仕組みを悪用されると、フィッシング詐

欺やユーザの成りすまし、パスワードの漏え

い等の可能性がある。 ○ 3
Web サーバの設定がセキュリティ

を意識した設定にし、設定内容を文

書化する。

26

■Web サーバの設定

Web サーバの設定内容につい

て、最適な設定がされている

か。

Webサーバの設定が正しく設定されていない
場合、攻撃のために必要とするシステム情報

が漏えいする。
○ 2

運用手順を文書化し、条件付で Web
サーバの運用について規約を設定す

る。 

27

■内因的な情報漏えい

運用ミスなど内部側の原因

で情報が漏えいする。

重要な情報が漏えいし、又は攻撃のために必

要とする情報が漏えいする可能性がある。
○ 2 アプリケーションへの攻撃に対する

暫定的な対策を施す。 

28

■アプリケーションへの攻

撃対策

機能の悪用、負荷攻撃、多重

登録等のアプリケーション

に対する攻撃対策。

アプリケーションに対する攻撃により、サービ

スの停止や情報漏えい、改ざん、踏み台化な

どの可能性がある。 ○ 3 サーバが乗っ取られない為の対策を

実装する。

29
■ネットワーク構成

ネットワークの構成により、

攻撃されやすさが変わる。

不適切な構成の場合、サーバの乗っ取りの可

能性がある。 ○ 2
取引に関わる情報に誤りがないこと

を保証するための最低限の保全機能

を実装する。

30
■電子商取引

電子商取引におけるセキュ

リティ対策の実施。

取引に関係する情報が漏えい、改ざんされる

可能性がある。 ○ 3 ログを取得し、定期的なレポートを

行う。 

31

■ログ管理

情報の持ち出し履歴を取得

し監査の証跡資料として管

理する。

情報システムの監査ログが適切に管理されて

いないと不正な出来事に気付く事ができない

おそれがある。
○ 2 セキュリティに関するテストを文書

化し定期的に実施する。

特約条項：本告知事項は、業務要件定義書（○○○○年○○月○○日、第△版）に基づき、お客様が合意した内容であり、かかる合意

の範囲外の脅威に対応するものではありません。

告知事項：*対応レベルは、経済産業省情報システム・モデル取引・契約書追補版セキュリティチェックシートに基づく、該当レベル

を表示しています。
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D 外部設計支援業務契約の重要事項 (1) 

■外部設計支援業務の概要（契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。）

【記載例】要件定義書、関連する文書等の仕様及び表記の体制に基づき、画面・帳票、インターフェース等に関わ

る外部設計書の作成支援を行います。これには、ユーザインターフェースや他のシステムと取り交わすデータ種類

やフォーマットの設計が含まれる場合があります。外部設計に必要となる事項の明確化又は内容の確認等を行うた

め、お客様と合同で外部設計検討会を開催し、外部設計書の作成支援業務を実施します。外部設計書の作成を完了

した場合、お客様によって決定事項に適合するか点検・承認を頂きます。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」といいま

す。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の支払方法を

含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具

体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。）

に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。）に関し、本件業務

の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機器等｣といいます。)

を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締

結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別

段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

3. ベンダの善管注意義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザの作業が円滑かつ適

切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、本契約に基づく調査、分析、整理、提案及び助言などの支

援業務を行うものとします。

4. 業務終了の確認

1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼外部設計書承認依頼書を作成し、

ユーザに提出します。

2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間（以下「点検期間」といいます。）内に、前項の業務報告書の

点検を行うものとします。

3) ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼外部設計書承認書に記名

押印してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。

4) ユーザが、業務完了確認書兼外部設計書承認書に記名押印をしない場合であっても、点検期間内に書面で

具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本件業務の終了を確認したものとみ

なします。

■告知事項

1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。

2. システム基本契約書第 6 条に基づき、お客様から再委託の中止の請求を受けた場合は、作業期間、納期ま

たは委託料等の内容の変更がなされますので、ご注意ください。
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D 外部設計支援業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容

1.要件定義

○○○○年○○月○○日付け「△△△△システム」要件定義書第×版に基づく

2. 設計作業の体制及び方法

(1) 作業体制（受託者の体制、責任者、主任担当者、連絡窓口等）

(2) 設計方法（設計工程、進捗管理及び報告、設計環境の貸与もしくは借用等）

(3) 外部設計検討会（日程、場所、参加者、内容、変更管理手続等）

(4) 委託先（委託先の概要、管理体制等）

(5)期間：○○○○年○○月○○日～○○○○年○○月○○日

5. 未決事項

6. 付帯事項（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含む）：

7. 特約条項：

業務完了報告書及び外部設計書の提出期限：○○○○年○○月○○日

上記報告書及び外部設計書に係る点検期間：提出日から○日間

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準 損害賠償限度額：

支払期限：○○○○年○○月○○日 支払い方法： 現金・口座振込
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D 外部設計支援業務契約の重要事項 (3)パッケージソフトウェアの表示（記入例）

項
番

開発元・名称・型番・

バージョン・リビジョン等
保守及びサポート体制、使用許諾契約の内容 添付図書

D 外部設計支援業務契約の重要事項 (4)設計書、付属文書の一覧

項番 工程 設計書、文書名、概要 納期 承認方法
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D 外部設計支援業務契約の重要事項の重要事項 (5)ソフトウェア、機器の明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
機
器
の
明
細
一
覧

項
番

名称・型番・仕様・製造・開発元・

提供会社等
単価 数量 価格（税抜） 納入日

納入先

稼働場所

無償保証の条件等*1 補修用性能部品

（有償）の最低保

有期間*1

取引・決済の形

態、方法（リー

ス・レンタル・

売買）

別途締結する契

約（売買契約、使

用許諾契約等）無償保証期間
無償保守の条

件等

合計金額（税抜）

付帯事項：

特約条項：*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告無く変更される場合があります。
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E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (1) 

■ソフトウェア設計・制作業務の概要（契約の内容となる具体的作業は、次頁以降に記載されています。）

【記載例】要件定義書及び外部設計書に基づくソフトウェアの開発（モディファイ、アドオン等のカスタマイズを

含みます。）を行い、ソフトウェアをユーザに納入します。ベンダ出荷の際のテスト体制、テスト内容、テストで

使用するデータの詳細を定めます。あせてお客様のデータをベンダ出荷テストで使用するかを定めます。

■契約類型：請負契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」といいま

す。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の支払方法を

含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具

体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 本件ソフトウェアの納入

1) ベンダは、本重要事項説明書で定める期日までに、要件定義書及び外部設計書に基づきモディファイ、ア

ドオン等のカスタマイズがなされたソフトウェア（以下「本件ソフトウェア」といいます。）を開発した上、

本重要事項説明書で定める納入物（以下「納入物」といいます。）をユーザに対し納品書兼検収依頼書ととも

に納入します。

2) ベンダは、納入物のユーザに対する納入に先立ち、本重要事項説明書で定める適格性（出荷）テスト条件

に基づき、検査を行い、出荷合格を確認するものとします。

3) ベンダは、納入物の適格性（出荷）テスト条件に基づく検査及び納入に際し、ユーザに対して必要な協力

を要請できるものとし、ユーザは、ベンダから協力を要請された場合には、すみやかにこれに応じるものとし

ます。

3. 本件ソフトウェアの検収

1) ユーザは、納入物を本重要事項説明書に定める期間（以下「テスト期間」といいます。）内に前条第 2 項

の適格性（出荷）テスト条件に基づき検査し、要件定義書及び外部設計書及びこれらに関連する文書と本件ソ

フトウェアが合致するか否かを検査しなければなりません。

2) ユーザは、納入物が前項の検査に合格する場合、検査合格通知書兼検収書に記名押印の上、ベンダに交付

するものとします。納入物が前項の検査に合格しない場合、ユーザはベンダに対し不合格となった具体的な理

由を明示した書面を速やかに交付し、修正又は追完を求めるものとし、不合格理由が認められるときには、ベ

ンダは、協議の上定めた期限内に無償で修正してユーザに納入し、ユーザは必要となる範囲で、前項所定の検

査を再度行うものとします。

3) 検査合格通知書兼検収書が交付されない場合であっても、テスト期間内にユーザが書面で具体的な理由を

明示して異議を述べない場合は、納入物は、テスト期間の満了日に本条所定の検査に合格したものとみなされ

ます。

4） 本条所定の検査の合格をもって、本件ソフトウェアの検収完了とします。

4. 機器等の売買等
ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。）

に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。）に関し、本件業務

の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機器等｣といいます。)

を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件については、本契約とは別個に締

結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該別契約に別

段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

5. 本件パッケージ固有の瑕疵
本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構

築のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS 及びもしくは ASP

（以下あわせて「本件パッケージ」といいます。）が利用されます。ベンダは本件パッケージに関して、著作

権その他の権利の侵害がないこと及び瑕疵のないことを保証するものではなく、何らの責任を負わないものと

します。

6. 本件ソフトウェアについての瑕疵担保
1) 第 4 条及び第 5 条が適用されることを前提に、本件ソフトウェアのテスト合格後、納入物について要件定

義書及び外部設計書の仕様との不一致（バグを含みます。以下本条において「瑕疵」といいます。）が発見さ

れた場合、ユーザは、ベンダに対して当該瑕疵の修正を請求することができ、ベンダは、当該瑕疵を修正する
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ものとします。但し、ベンダがかかる修正責任を負うのは、本重要事項説明書記載の瑕疵担保期間以内にユー

ザから請求された場合に限るものとします。

2) 前項にかかわらず、瑕疵が軽微であって、納入物の修正に過分の費用を要する場合、ベンダは前項所定の

修正責任を負わないものとします。

3) 第 1項の規定は、瑕疵がユーザの提供した資料等又はユーザの与えた指示によって生じたときは適用しま

せん。但し、ベンダがその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでは

ありません。

4) ベンダは、本契約のもとでテストが行われた時点における本件ソフトウェアに関してのみ、ユーザに対し、

第 1項本文に定める瑕疵担保責任を負うものとし、テスト時以降における本件ソフトウェアに関する問題（本

件システムの構成要素がアップグレードされたことに起因する問題等を含みます。）については、保守業務に

てその契約条件にした従って対応するものとします。

7. 危険負担
本契約の他に別段の定めがある場合を除き、納入物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前についてはベンダが、

納入後についてはユーザが、それぞれこれを負担するものとします。

8. 特許権等の帰属

1) 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下、あわせて「発明等」といいま

す。）に係る特許権その他の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は

除きます。）、ノウハウ等に関する権利（以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称し

て「特許権等」といいます。）は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。

2) ベンダは、第 1 項に基づき特許権等を保有することとなる場合、ユーザに対し、ユーザが本契約に基づき

本件ソフトウェアを本件システムにおいて使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許

諾するものとします。なお、本件ソフトウェアに、本重要事項説明書において一定の第三者に使用せしめる旨

を本重要事項説明書に特掲されたソフトウェア（以下「特定ソフトウェア」といいます。）が含まれている場

合は、かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの使用についても同様とします。なお、かかる許諾

の対価は、受託金額に含まれるものとします。

9. 著作権の帰属
1) 本件業務遂行の過程で生じた著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)は、ユーザ又は第

三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、ベンダに帰属するものとします。

2) ベンダは、本件ソフトウェアに係る著作物のうち自己が著作権を持つもの及び前項に従って自己に帰属す

るものについて、ユーザに対し、ユーザが本件ソフトウェアを本件システムにおいて利用できるように利用許

諾し、これについて著作者人格権を行使しません。なお、本件システムに、特定ソフトウェアが含まれている

場合は、かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの利用についても同様とします。なお、かかる許

諾の対価は、受託金額に含まれるものとします。

3) 本件ソフトウェアに係る著作物のうち第三者が著作権を持つもの（本件パッケージを含みますがこれに限

りません。）の権利関係については、当該権利者とユーザとの間の契約条件に従います。

10. 知的財産権侵害の責任
1) 第 8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許

権その他の産業財産権（以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。）の侵害の申立てを受けた

場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第２項の措

置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた

損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由

による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因

とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。

2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザは、すみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選

任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。

3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が

不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の成果

物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じるこ

とができるものとします。

4) ベンダが本条第１項に基づき損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するときは、システム基本契約

書第 10 条は適用されないものとする。

■告知事項

1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。

2. システム基本契約書第 6 条に基づき、お客様から再委託の中止の請求を受けた場合は、作業期間、納期ま

たは委託料等の内容の変更がなされますので、ご注意ください。
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E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容

1. システム要件、プログラム仕様

○○○○年○○月○○日付け「△△△△システム」システム要件定義書第×版及び○○○○年○○月○○日

付け「△△△△システム」外部設計書第×版に基づきます。

2. 開発作業の体制及び方法

(1) 作業体制（受託者の体制、責任者、主任担当者、連絡窓口、変更管理体制等）

(2) 開発方法（開発工程、進捗管理及び報告、開発環境の貸与又は借用等）

(3) 委託先（委託先の概要、管理体制等）

(4)期間：○○○○年○○月○○日～○○○○年○○月○○日

3. ベンダにおける適格性（出荷）テスト条件

(1) テスト体制（出荷合格の体制（テスト実施主体、環境、責任者等））

(2) テスト内容、方式（出荷合格とする条件）

(3) テストデータ（テストで使用するデータの詳細および作成主体、ユーザデータの使用の有無）

(4)期間：○○○○年○○月○○日～○○○○年○○月○○日

4. 運用テスト仕様書（運用テスト計画、運用テスト仕様）の作成

5. 連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

6. 未決事項

7. 付帯事項（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

8. 特約条項：

納期：○○○○年○○月○○日 テスト期間：○○○○年○○月○○日～○○○○年○○月○○日

瑕疵担保期間：

受託金額(税抜) ： 損害賠償限度額：

支払期限：○○○○年○○月○○日 支払い方法： 現金・銀行口座振込
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E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (3)パッケージソフトウェアの表示（記入例）

項番 開発元・名称・型番・バージョン・リビジョン等 保守及びサポート体制、使用許諾契約、既知の不具合の内容 添付図書

E ソフトウェア設計・制作業務契約の重要事項 (4)納入物の明細

項
番 工程 納入物（プログラム、設計書、文書名等） 納入形態・媒体 納期 個別承認事項がある場合の条件等
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F 構築・設定業務契約の重要事項 (1) 

■構築・設定業務の概要（契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。）

【記載例】要件定義書、外部設計書、関連仕様書等に基づき指定された機器、ソフトウェア、ネットワークが要求

どおり動作するよう設定を行います。お客様との取り決めによって、既設のシステムとのシステム結合の実施を業

務に含む場合があり、また、システム結合の実施をした際に、他のシステムに障害が発生した場合の障害の切り分

け（障害原因の調査と特定）を業務に含む場合があります。また、費用が Eソフトウェア設計・制作業務契約に含

まれる場合は、構築・設定業務契約の重要事項(2)具体的作業内容で示します。現地調整において構築・設定に関

わる仕様書と異なる設定に至った場合を含め、実際の設定を構築・設定業務設定報告書で報告します。

■契約類型：請負契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」といいま

す。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の支払方法を

含みます。）、各当事者の具体的な義務等の条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的

作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 本件システムの納入

1) ベンダは、本重要事項説明書で定める期日までに、本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含み、

詳細は本重要事項説明書で定めるとおりとします。）を構築・設定して、ユーザに対して構築・設定業務完了

報告書兼検収依頼書（構築・設定業務報告書を含みます）及び納品書とともに納入します。

2) ベンダは、本件システムの納入に際し、ユーザに対して必要な協力を要請できるものとし、ユーザは、ベ

ンダから協力を要請された場合には、すみやかにこれに応じるものとします。

3. 本件システムの構築・設定についての検収

1) ユーザは、納入された本件システムを本重要事項説明書に定める期間（以下「テスト期間」といいます。）

内に本重要事項説明書で定める受入れテスト条件に基づき検査し、要件定義書、外部設計書、構築・設定業務

設定報告書、関連する文書と本件システムが合致するか否かを検査しなければなりません。

2) ユーザは、本件システムが前項の検査に合格する場合、検査合格通知書兼検収書に記名押印の上、ベンダ

に交付するものとします。また、ユーザは、本件システムが前項の検査に合格しない場合、ベンダに対し不合

格となった具体的な理由を明示した書面を速やかに交付し、修正又は追完を求めるものとし、不合格理由が認

められるときには、ベンダは、協議の上定めた期限内に無償で修正してユーザに納入し、ユーザは必要となる

範囲で、前項所定の検査を再度行うものとします。

3) 検査合格通知書兼検収書が交付されない場合であっても、テスト期間内にユーザが書面で具体的な理由を

明示して異議を述べない場合は、本件システムは、テスト期間の満了日に本条所定の検査に合格したものとみ

なされます。

4） 本条所定の検査の合格をもって、本件システムの検収完了とします。

4. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。）

に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。）に関し、本件業務

の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機器等｣といいます。)

を購入し、又は借り入れる場合があります。この場合、当該購入又は借入れの契約条件については、本契約と

は別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが契約当事者となる当該

別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

5. 本件パッケージ固有の瑕疵

本契約及びこれに関連する契約に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステムの構築

のためには、その中核を構成するものとして第三者が権利を有するソフトウェア、SaaS 及びもしくは ASP（以

下あわせて「本件パッケージ」といいます。）が利用されます。ベンダは本件パッケージに関して、著作権そ

の他の権利の侵害がないこと及び瑕疵のないことを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとしま

す。

6. 本件システムについての瑕疵担保

1) 第 4 条及び第 5 条が適用されることを前提に、本件システムのテスト合格後、本件システムについて要件

定義書、外部設計書又はこれに関連する文書等の仕様との不一致（バグを含みます。以下本条において「瑕疵」

といいます。）が発見された場合、ユーザは、ベンダに対して当該瑕疵の修正を請求することができ、ベンダ
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は、当該瑕疵を修正するものとします。但し、ベンダがかかる修正責任を負うのは、本重要事項説明書記載の

瑕疵担保期間内にユーザから請求された場合に限るものとします。

2) 前項にかかわらず、瑕疵が軽微であって、納入物の修正に過分の費用を要する場合、ベンダは前項所定の

修正責任を負わないものとします。

3) 第 1項の規定は、瑕疵がユーザの提供した資料等又はユーザの与えた指示によって生じたときは適用しま

せん。但し、ベンダがその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでは

ありません。

4) ベンダは、本契約のもとでテストが行われた時点における本件システムに関してのみ、ユーザに対し、第

１項本文に定める瑕疵担保責任を負うものとし、テスト時以降における本件システムに関する問題（本件シス

テムの構成要素がアップグレードされたことに起因する問題等）については、保守業務にてその契約条件に従

って対応するものとします。

7. 危険負担

本契約の他に別段の定めがある場合を除き、納入物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前についてはベンダが、

納入後についてはユーザが、それぞれこれを負担するものとします。

8. 特許権等の帰属

1) 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下、あわせて「発明等」といいま

す。）に係る特許権その他の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は

除きます。）、ノウハウ等に関する権利（以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称し

て「特許権等」といいます。）は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。

2) ベンダは、第１項に基づき特許権等を保有することとなる場合、ユーザに対し、ユーザが本契約に基づき

本件システムを使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとします。なお、

本件システムに、本重要事項説明書において一定の第三者に使用せしめる旨を本重要事項説明書に特掲された

ソフトウェア（以下「特定ソフトウェア」といいます。）が含まれている場合は、かかる掲載に従った第三者

による当該ソフトウェアの使用についても同様とします。なお、かかる許諾の対価は、受託金額に含まれるも

のとします。

9. 著作権の帰属

1) 本件業務遂行の過程で生じた著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)は、ユーザ又は第

三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、ベンダに帰属するものとします。

2) ベンダは、本件システムに係る著作物のうち自己が著作権を持つもの及び前条に従って自己に帰属するも

のについて、ユーザに対し、ユーザが本件システムを本契約の条件に従って利用できるように利用許諾し、こ

れについて著作者人格権を行使しません。なお、本件システムに、特定ソフトウェアが含まれている場合は、

かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの利用についても同様とします。なお、かかる許諾の対価

は、受託金額に含まれるものとします。

3) 本件システムに係る著作物のうち第三者が著作権を持つもの（本件パッケージを含みますがこれに限りま

せん。）の権利関係については、当該権利者とユーザとの間の契約条件に従います。

10. 知的財産権侵害の責任

1) 第 8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件システムに関し第三者から著作権、特許権そ

の他の産業財産権（以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。）の侵害の申立を受けた場合、

ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第２項の措置をと

った上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠

償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による

場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする

場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。

2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザはすみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、

申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。

3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が

不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の成果

物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じるこ

とができるものとします。

4) ベンダが本条第１項に基づき損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するときは、システム基本契約

書第 10 条は適用されないものとする。

■告知事項

1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。

2. システム基本契約書第 6 条に基づき、お客様から再委託の中止の請求を受けた場合は、作業期間、納期または

委託料等の内容の変更がなされますので、ご注意ください。
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F 構築・設定業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容

項番 名称・型番 設置場所
仕様もしくは仕様書名

（設定内容、他システムとの結合の有無、障害発生時の切り分け作業、受入テスト条件等）
期間

関連するシステム、ネットワークの停止等の条件：

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者： 委託先（委託先の概要、管理体制等）

付帯事項：

特約条項：

構築･設定業務完了報告書（構築･設定業務報告書を含む）提出期限：○○○○年○○月○○日 テスト期間：○○○○年○○月○○日～○○○○年○○月○○日

受託金額：￥○○○○○(税抜) 受託金額はソフトウェア設計・制作業務の受託金額に（含んでいます・含んでいません） 瑕疵担保期間：

支払期限：○○○○年○○月○○日 支払い方法：現金・銀行口座振込 損害賠償限度額：
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F 構築・設定業務契約の重要事項 (3)本件システム構成図

（既存システム、既設機器及び本件システムの機器・ソフトウェア・ネットワーク構成等を含む）
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F 構築・設定業務契約の重要事項 (4)ソフトウェア、機器の明細及び納入場所及び別途締結する契約の表示

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
機
器
の
明
細
一
覧

項
番

名称・型番・仕様・製造・開発元・

提供会社等
単価 数量 価格 納入日

納入先

稼働場所

無償保証の条件等*1 補修用性能部品

（有償）の最低保

有期間*1

取引・決済の形

態、方法（リー

ス・レンタル・

売買）

別途締結する契

約（売買契約、使

用許諾契約等）無償保証期間
無償保守の条

件等

合計金額（税抜）

付帯事項：

特約条項：*1 ○○○○年○○月○○日時点での内容であり、将来に向かって予告無く変更される場合があります。
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G データ移行支援業務契約の重要事項 (1) 

■データ移行支援業務の概要（契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業

には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。）

【記載例】既存、既設のコンピュータシステムのデータを、新規に導入するコンピュータシステムに移行する業務

を支援します。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」と

いいます。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の

支払方法を含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重

要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以

下同じ。）に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。）に

関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機

器等｣といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件につい

ては、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが

契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

3. ベンダの善管注意義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザによる本件シ

ステムへのデータ移行が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、ユーザによるデ

ータ移行について支援業務を行うものとします。

4. 業務終了の確認

1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユ

ーザに提出します。

2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間（以下「点検期間」といいます。）内に、前項の業務報告

書の点検を行うものとします。

3) ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印

してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。

4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、第 1 項の業務終了報告書

提出から○日以内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本

件業務の終了を確認したものとみなします。

■ 告知事項

1. データ移行においては、ユーザとベンダの協働が必須であり、各実施作業においてお客様による作業が必

須となります。お客様とベンダの作業の分担、内容、期間、費用については十分精査の上、ご承認をお願

い申し上げます。

2. 移行するデータの範囲の決定、データ抽出においては、現行システムの十分な事前調査と、作業に応じた

データのバックアップ、システムの停止等が必要となる場合があります。データのバックアップ作業は原

則としてお客様に実施をお願い申し上げます。また、場合によっては、新たに機器、ソフトウェアの設定、

変更、設計、制作、導入が伴います。

3. 移行のためのデータの変換、新システムへの移行においては、お客様自身によるデータの正誤判定や精査

が必要となる場合があります。場合によっては、新たに機器、ソフトウェアの設定、変更、設計、制作、

導入が伴います。

4. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
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G データ移行支援業務の重要事項 (2)具体的作業内容

移
行
す
る
デ
ー
タ
の
範
囲

ユ
ー
ザ
管
理
者

会社名 現況システム詳細

所属

氏名

連絡先

設
置
場
所
、
保
存
形
態

項番 設置場所 Server 名/媒体
フォーマット/デー

タ形式/文字コード
ボリューム名/ファイル名 内容/アクセス制御等

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

付帯事項（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特記事項：

移
行
の
た
め
の
抽
出
作
業

ユ
ー
ザ
管
理
者

会社名
ベ
ン
ダ
担
当
者

会社名

所属 所属

氏名 氏名

連絡先 連絡先

期間 ○○○○年○○月○○日～○○月○○日 業務完了報告書提出日並びにその点検期間：

項番 作業内容（ユーザ、ベンダの役割分担を含みます。） 作業仕様書名、実施詳細

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

付帯事項：（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特約条項：

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準
損害賠償限度額：

支払期限： 支払い方法：現金・銀行口座振込
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G データ移行支援業務の重要事項 (3)具体的作業内容

移
行
の
た
め
の
変
換
作
業

ユ
ー
ザ
管
理
者

会社名
ベ
ン
ダ
担
当
者

会社名

所属 所属

氏名 氏名

連絡先 連絡先

期間 ○○○○年○○月○○日～○○月○○日 業務完了報告書提出日並びにその点検期間：

項番 作業内容作業内容（ユーザ、ベンダの役割分担を含みます。） 作業仕様書名、実施詳細

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

付帯事項：（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特約条項：

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準
損害賠償限度額：

支払期限： 支払い方法：現金・銀行口座振込

新
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行

ユ
ー
ザ
管
理
者

会社名
ベ
ン
ダ
担
当
者

会社名

所属 所属

氏名 氏名

連絡先 連絡先

期間 ○○○○年○○月○○日～○○月○○日 業務完了報告書提出日並びにその点検期間：

項番 作業内容作業内容（ユーザ、ベンダの役割分担を含みます。） 作業仕様書名、実施詳細

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

付帯事項：（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特約条項：

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準
損害賠償限度額：

支払期限： 支払い方法：現金・銀行口座振込
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H 運用テスト支援業務契約の重要事項 (1) 

■運用テスト支援業務の概要（契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業

には、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。）
【記載例】運用にかかわる作業手順の策定及び作業手順に基づくテスト仕様書の策定を支援します。テスト仕様書

に基づき、プログラムが正常に動作しているかの合否判定作業を支援します。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」とい

います。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の支

払方法を含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要

事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以

下同じ。）に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。）に

関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機

器等｣といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件につい

ては、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、ベンダが

契約当事者となる当該別契約に別段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

3. ベンダの善管注意義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、ユーザによるテスト

が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、ユーザによるテストの実施について支

援業務を行うものとします。

4. 業務終了の確認

1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユ

ーザに提出します。

2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間（以下「点検期間」といいます。）内に、前項の業務報告

書の点検を行うものとします。

3) ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印

してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。

4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、第 1 項の業務終了報告書

提出から○日以内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本

件業務の終了を確認したものとみなします。

■ 告知事項

1. 運用テスト支援業務遂行においては、ユーザとベンダの協働が必須であり、各実施作業においてお客様に

よる作業が必須となります。お客様とベンダの作業の分担、内容、期間、費用については十分精査の上、

ご承認をお願い申し上げます。

2. テスト仕様策定、実施にあたっては、お客様自身によるテストシナリオの検証、テストデータの入力と出

力結果の合否判定、画面遷移や出力帳票等の確認、精査等が必要です。最終結果についてはお客様ご自身

で合否判定くださるようお願い申し上げます。

3. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
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H 運用テスト支援業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容

ユ
ー
ザ
管
理
者

会社名
ベ
ン
ダ
担
当
者

会社名

所 属 所 属

氏 名 氏 名

連絡先 連絡先

■運用にかかわる作業手順の策定（作業内容及びユーザとベンダの役割分担）

報告書の提出期限並びに報告書の点検期間：

■テスト仕様書の策定（作業内容及びユーザとベンダの役割分担）

報告書の提出期限並びに報告書の点検期間：

■
運
用
テ
ス
ト
支
援
概
要

項番 システム名称 作業場所 期間
支援内容

（ユーザとベンダの役割分担）

テスト仕様書

（日付、作成者、版等）

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

付帯事項：（作業を実施する場合の場所・期限等、要件の合意、承認ルールを含みます。）：

特約条項：

業務完了報告書提出期限：○○○○年○○月○○日 左記報告書の点検期間：提出日から○日間 損害賠償限度額：

受託金額(税抜もしくは受託金額の決定基準： 支払期限： 支払方法：現金・銀行口座振込



重要事項説明書

31 
 

I 導入教育支援業務契約の重要事項 (1) 

■導入教育支援業務の概要（契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業に

は、ベンダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。）
【記載例】実施内容に基づき操作、運用方法等の教育を実施します。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」と

いいます。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の

支払方法を含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重

要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以

下同じ。）に基づきユーザに納入される本件システム（ソフトウェア、ハードウェア等を含みます。）に

関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等(以下｢機

器等｣といいます。)を購入し、又は借り入れる場合があります。当該購入又は借入れの契約条件につい

ては、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、当該別契

約に別段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

3. ベンダの善管注意義務

ベンダは、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識及びノウハウに基づき、本件システム導入に

関するユーザによる利用者に対する教育が円滑かつ適切に行われるよう、善良な管理者の注意をもって、

ユーザによる導入教育について支援業務を行うものとします。

4. 業務終了の確認

1) ベンダは、本重要事項説明書に記載された期限までに、業務完了報告書兼検収依頼書を作成し、ユ

ーザに提出します。

2) ユーザは、本重要事項説明書に定める期間（以下「点検期間」といいます。）内に、前項の業務報告

書の点検を行うものとします。

3) ユーザは、第１項の業務報告書の内容に異議がない場合には、業務完了確認書兼検収書に記名押印

してベンダに交付することで、本件業務の終了を確認するものとします。

4) ユーザが、業務完了確認書兼検収書に記名押印をしない場合であっても、第 1 項の業務終了報告書

提出から○日以内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって本

件業務の終了を確認したものとみなします。

■告知事項

内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。
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I 導入教育支援業務契約の重要事項 (2)具体的作業内容

概要

日程 ○○○○年○○月○○日○○時○○分 ～ ○○○○年○○月○○日○○時○○分

実施場所

実施対象

人員

実施方法及

び実施内容

（集合、個別、E-learning）

目指すべき

水準

付帯事項：（実施場所の立入・提供・貸与・期限等、要件の合意、承認ルール、作業実施にあたりユーザが担当する作業等）

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

特約条項：

業務完了報告書提出期限：○○○○年○○月○○日 左記報告書の点検期間：提出日から○日間

受託金額(税抜)もしくは受託金額の決定基準 損害賠償限度額：

支払期限：○○○○年○○月○○日 支払方法：現金・銀行口座振込
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J 保守業務契約の重要事項 (1) 

■保守業務の概要（契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベン

ダの担当する作業とお客様にお願いする作業があります。）

【記載例】お客様との合意に基づき障害の訂正、性能等の改善を行うため納入後のシステム、ソフトウェア

製品の修正等を実施します。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、保守業務として本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下

「本件業務」といいます。）の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、

代金（代金の支払方法を含みます。）、各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本

契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。

2. 本件業務（保守業務）の範囲

1) 本契約に別段の定めがない限り、本件業務とは、本件システムの引渡し後に発見された本件システ

ム（但し、本件システムを構築するために利用されたパッケージソフトウェア、SaaS および／もしくは

ASP、他者との別個の契約に基づく購入もしくはリースされたソフトウェア･ハードウェアを除きます。）

の不良や不具合を修正する業務（是正保守）で本重要事項書に記載されたものをいいます。

2) データのバックアップ作業はユーザの責任とします。バックアップがない事により生じる損害につ

いて、ベンダは責任を負いません。

3) 本契約に別段の定めがない限り、本件システムをあらゆる環境の変化に対応させる業務（適応保守）、

本件システムの性能又は保守性を改善する業務（完全化保守）及び引渡後本件システムに潜在的な不具

合が顕在化する前に発見し修復する業務（予防保守）は、本件業務に含まれません。

3. サービスの範囲

ベンダは、ユーザに対し、別途定めるサービス仕様書に基づき保守業務に係るサービスの内容を定める

ものとします。

4. 設置場所への立ち入り等

ユーザは、ベンダに対し、保守業務を行うためにベンダが本件システムの設置場所に立ち入ることを認

めます。また、ユーザは、ベンダに対し、ベンダが保守業務を行うために必要となる作業場所及び消耗

品を無償にて提供するものとします。

5. 遠隔操作によるサービス

本重要事項説明書でベンダとユーザが合意するときは、ベンダは、ユーザに対し、遠隔操作による保守

業務を行います。

6. 製造打切り、保守部品提供の中止の際の取扱い

1) ベンダは、本件システムを構成するハードウェアの製造会社（以下「ハードウェアメーカー」とい

います。）が以下の行為を行った場合、ユーザに対し、当該ハードウェア自体をユーザの費用負担にて交

換することを請求することができます。(1)ハードウェアメーカーが本件システムを構成するハードウェ

アの製造を打ち切り、その後 5年が経過した場合、又は(2)ハードウェアメーカーが本件システムを構成

する保守部品の提供を中止した場合

2) ユーザがベンダの請求後 90 日以内に前項のハードウェア自体の交換を行わない場合、ベンダは、当

該ハードウェアを保守業務の対象から外すことができます。

7. 老朽化装置の取扱い

ベンダは、本件システムを構成するハードウェアの保守部品がハードウェアメーカーの定める耐久期間

を超えたことにより本件システムの正常な運用の維持が不可能であると判断した場合、ユーザに対し、

当該保守部品をユーザの費用負担にて交換することを請求することができます。ユーザが当該要求後 90

日以内に交換を行わない場合、ベンダは、当該保守部品をハードウェア保守業務の対象から外すことが

できます。
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8. ソフトウェアのサポート打ち切り等の取り扱い

１）ベンダは、本件システムを構成するソフトウェアの製造会社が、本件システムを構成するソフトウ

ェアのサポートを中止した場合、当該ソフトウェア自体の安定稼働及び保守の継続について検討の上、

保守の継続が困難になるおそれがある場合、ユーザに対しその内容を提示の上、保守契約の見直しをユ

ーザと交渉することができます。

2) ユーザは、ベンダの請求に応じて、30日以内に契約条件の見直し交渉に応じるものとします。

9. 交換部品の所有権

ユーザは、保守業務の履行に伴い交換された部品の権利をベンダに無償で譲渡します。

10. 秘密保持

ベンダは、保守業務の履行に伴い、前条の交換された部品に記憶されているユーザの情報をシステム構

築契約書第７条に定める秘密情報として取り扱うものとします。

11. 設置場所の変更

ユーザは、予め通知した本件システムの設置場所を変更する場合、ベンダに対し、変更後の設置場所及

び変更日を変更の 30 日前までに書面により通知するものとします。

12. 設置場所の整備

ユーザは、保守業務の対象となる本件システムを構成するハードウェアのハードウェアメーカーが定め

る使用環境条件（入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、対象製品に有害な塩基及

び有酸ガス、メンテナンスエリア等）を本件システムの設置場所において常に整備し、維持するものと

します。

13. 不具合の調査費用

1) 保守業務の対象となる本件システムを構成するハードウェア、ソフトウェアに不具合が生じた場合、

当該不具合に対する調査費用は、原則として保守サービス料金に含まれるものとします。

2) 前項にかかわらず、当該不具合がユーザの帰責事由により発生したことが判明した場合、又は保守

業務の対象となる本件システムを構成しないハードウェア、ソフトウェアが原因で保守業務の対象とな

る本件システムを構成するハードウェア、ソフトウェアに不具合が生じた場合の調査費用は、別途ユー

ザが負担します。

14. 使用地域の制限

ユーザは、本件システムを日本国内においてのみ使用するものとします。

15. 本件パッケージ固有の瑕疵担保責任

ベンダは、本件パッケージの固有の瑕疵については保守業務を行いません。ユーザは、本件パッケージ

の固有の瑕疵及び保守については、本件パッケージの使用許諾書に従うものとします。

16. 有効期間

本契約の有効期間は、契約締結の時から 1 年間とします。但し、期間満了１ヶ月前までにベンダ及びユ

ーザのいずれからも書面による申出がない場合には、保守業務の対象となる本件システムを構成するハ

ードウェアの部品が市場において供給される限り、更に１年間延長するものとし、その後も同様としま

す。

17. 支払い遅延

ユーザが代金債務の支払を怠った場合、ベンダは、ユーザに対し、当該遅延日以降の保守業務を行う義

務はありません。

■告知事項

1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。

2. データのバックアップ作業はお客様の責任であり、特別の定めがない限りバックアップがない事により

生じる損害について、ベンダは責任を負いませんので、十分にご注意ください。



重要事項説明書

35

J 保守業務契約の重要事項 (2)ハードウェア保守＜記入例＞

項
番

保守サービス名称

業務内容
設置場所

サービス料金

（円／年、税抜）

請求方法及び

支払方法

請求開始

年月日

サービス期間 遠隔操作保

守の有無
添付図書名

SLA 合意書

有無開始日 終了日

1 ハードウェア保守サービス

（サーバ保守）

東京都千代田区

○○-○○
￥○○○,○○○

年額一括

銀行口座自動引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
有り

保守対象機器明細

一覧表
有り

2 ハードウェア保守サービス

（クライアント PC 及び周辺機器保守）

東京都千代田区

○○-○○
￥○○○,○○○

年額一括

銀行口座自動引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
無し

保守対象機器明細

一覧表
有り

3 ハードウェア保守サービス

（ネットワーク機器保守）

東京都千代田区

○○-○○
￥○○○,○○○

年額一括

銀行口座自動引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
有り

保守対象機器明細

一覧表
有り

4 ハードウェア保守サービス

（プリンタ保守）

東京都千代田区

○○-○○
￥○○○,○○○

年額一括

銀行口座自動引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
無し

保守対象機器明細

一覧表
有り

受託金額合計（税抜） 損害賠償限度額：（項番ごとに記載）

付帯事項：（作業実施にあたりユーザが担当する作業） 遠隔操作保守の内容：（項番ごとに記載）＜例＞

項番 1：遠隔操作保守はユーザデータへのアクセスを要する場合、原則、接続毎にお客様の許可を得て

実施します。夜間等で緊急の措置が必要な場合の対応については、SLA 合意書で定めます。

項番 3：ルーター、ファイアウォールの状態監視は 1時間毎とし、異常発生時は、お客様の事前の許可

無く外部接続で、障害範囲及び原因の特定調査、復旧操作などの 1次保守を実施します。遠隔操作保守

で対応できない場合は、SLA 合意書に基づきオンサイト保守を実施します。

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

特約条項： 再委託先の表示：

J 保守業務契約の重要事項 (3)アプリケーションソフト保守＜記入例＞

項

番

保守サービス名称

業務内容
設置場所

サービス料金

（円／年、税抜）

請求方法及び

支払方法

請求開始

年月日

サービス期間 遠隔操作保

守の有無
添付図書名

SLA 合意書

有無開始日 終了日

1 アプリケーションソフト保守サービス

（XX 社販売管理システム保守）

東京都千代田区

○○-○○
￥○○○,○○○

年額一括

銀行口座自動引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
有り

ｘｘ社販売管理シ

ステム保守仕様書
有り

受託金額合計（税抜） 損害賠償限度額：（項番ごとに記載）

付帯事項：（作業実施にあたりユーザが担当する作業） 遠隔操作保守の内容：（項番ごとに記載）＜例＞

項番 1：遠隔操作保守はユーザデータへのアクセスを要する場合、原則、接続毎にお客様の許可を得て、

作業内容についてご承認の上、実施します。マスタおよびデータファイルについては、お客様の責任に

よるバックアップをお願い申し上げます。夜間及び緊急時の対応については、SLA 合意書で定めます。

リモート保守で対応できない場合は、SLA 合意書に基づきオンサイト保守を実施します。
連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

特約条項： 再委託先の表示：
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保守対象機器明細一覧表 （サーバ・クライアント・周辺機器・ネットワーク機器・プリンタ）＜記入例＞

項
番

型番・仕様・製造・

開発元・提供会社等
設置場所 数量

保守料金（円／年） 請求開始

年月日

サービス期間 保守部品

提供期限

保守の範

囲及び条

件

無償保証の条件等

（例：設置環境）

製品特性・耐久

性等の特記事

項・他単価(税抜) 金額（税抜） 開始年月日 終了年月日

1 東京都千代田区

○○-○○
￥○○○,○○○ ￥○○○,○○○

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

付帯事項：（作業実施にあたりユーザが担当する作業）

遠隔操作保守の内容：（項番ごとに記載）

特約条項：
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SLA合意書（記入例）

項

番

保守・運用サ

ービス名称

SLA/SLM

項目名
項目の説明 測定条件又は方法 測定単位

目標／

保証
値

保守対象

機器明細

項番

1

ハードウェア

保守サービス

（サーバ・ル

ータ：製品名）

サービス

提供時間

電話受付時間 コールセンターでの電話受付時間 時間 目標
平日：9 時～19 時、土：9 時～17 時、

日・祝日：休み

2 平均出動時間
電話を受けてから技術者が現地に到着するまでの時間（遠隔地は除

く。）
月平均 目標 2 時間

3 平均復旧時間
技術者が訪問してからハードウェアが工場出荷状態に戻るまでの四半

期平均時間

四半期平均

時間
目標 12 時間

4 定期点検
定期点検月に障害が発生し訪問したときは、同時に定期点検を行うこ

とがある。
回数 保証 年 2 回

5
ハードウェア

保守サービス

（クライアン

ト・プリン

タ：製品名）

サービス

提供時間

電話受付時間 コールセンターでの電話受付時間 時間 目標 平日：9 時～17 時、土日・祝日：休み

6 出動時間
電話を受けてから技術者が現地に到着するまでの時間（遠隔地は除

く。）

四半期平均

時間
目標 24 時間

7 平均復旧時間
技術者が訪問してからハードウェアが工場出荷状態に戻るまでの平均

時間

四半期平均

時間
目標 48 時間

8 定期点検
定期点検月に障害が発生し訪問したときは、同時に定期点検を行うこ

とがあります。
回数 保証 なし

9

アプリケーシ

ョン保守サー

ビス（製品名）

コールセ

ンター

電話受付時間 コールセンターでの電話受付時間 時間 目標 平日：9 時～17 時、土日・祝日：休み

即応率 電話が鳴ってから基準時間内に応答した率 月平均 目標 90％以上

10 放棄率 着信電話に出られなかった率 月平均 目標 10％未満

11 電話ビジー率 電話がビジー（話中）でつながらなかった率 月平均 目標 10％未満

12 コールバック率 即答できずに折り返しをした率 月平均 目標 20％未満

13

ライセン

ス保守

バージョンアップサイクル バージョンアップ回数を規定 年 目標 1 回／年

14 バージョンアップ範囲 当該アプリケーション保守範囲でのバージョンアップ 保証 マイナーバージョンアップ

15 媒体要求 バージョンアップ媒体の要求方法 目標 ユーザからのリクエスト

16 着手時間(瑕疵時） 障害の報告を受けてからメーカーに報告するまでの時間 月平均時間 目標 3 時間以内

17 復旧時間
障害報告を受けてから障害が回復するまでの時間。（データ復旧は含

まない）
メーカーとの保守契約による

18

カスタマ

イズ保守

応答時間 障害報告を受けてから着手するかの有無を決定し回答するまでの時間 月平均時間 目標 24 時間以内

19 復旧時間
障害報告を受けてから障害が回復するまでの時間。（データ復旧は含

まない）
月平均時間 目標 3 営業日以内

20 着手時間(瑕疵時） 障害の報告を受けてから作業を開始するまでの時間 月平均時間 目標 3 時間以内

21 着手時間(追加要望時） 連絡協議会で対応を決定する

22

SLM

連絡協議

会

開催サイクル 連絡協議会を開催するサイクルを規定
四半期単位

回数
目標 1 回／四半期

23 開催時間 1 回当りの開催時間 平均時間 目標 2 時間以内

24 参加人数 ユーザとベンダの最大参加人数を規定 １回平均 目標 ユーザ：5 名ベンダ：5 名

25

SLA

ＳＬＡ報告サイクル SLA 報告書の作成サイクルを規定 四半期 目標 1 回／四半期

26 ＳＬＡ見直しサイクル SLA の見直しのサイクルを規定 年 目標 1 回／年

27 承認方法 SLA 実績、見直しなどをどの機関で承認するかを規定 連絡協議会
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K 運用支援業務契約の重要事項 (1) 

■運用支援業務の概要（契約の内容となる具体的作業は次頁以降に記載されています。これらの作業には、ベンダの

担当する作業とお客様にお願いする作業があります。）

【記載例】お客様との合意に基づきお客様のシステムの運用を支援するための業務を提供します。

■契約類型：準委任契約

■個別契約条項

1. 個別契約の成立

ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務（以下「本件業務」といいます。）

の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金（代金の支払方法を含みます。）、

各当事者の具体的な義務等の取引条件については、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及

び本個別契約条項の記載に従います。

2. 機器等の売買等

ユーザは、本契約（システム基本契約書と個別契約書としての本重要事項説明書から構成されます。以下同じ。）

に基づきユーザに納入されるソフトウェア、ハードウェア等のシステム（以下「本件システム」といいます。）に

関し、本件業務の提供を受けるにあたり、ベンダ又は第三者からソフトウェア、ハードウェア等（以下「機器等」

といいます。）を購入し、又は借り入れる場合があります。なお、ベンダからの当該購入又は借入れの契約条件に

ついては、本契約とは別個に締結される契約が本契約に優先して適用されるものとし、ベンダは、当該別契約に

別段の定めのない限り、機器等の固有の瑕疵について責任を負いません。

3. 本件業務（運用支援業務）の範囲

1） 運用支援業務とは、本件システムの検収時以降における本件システムの運用に関する業務を支援するために

行う業務をいい、ユーザの新たな要求を満たすことを目的とする本件システム及びユーザの業務の改良又は変更

を含みません。

2) データのバックアップ作業はユーザの責任とします。バックアップがない事により生じる損害について、ベ

ンダは責任を負いません。

4. サービスの範囲

ベンダは、ユーザに対し、別途定めるサービス仕様書に基づき運用支援業務に係るサービス内容を定めるものと

します。

5. 設置場所への立ち入り等

ユーザは、運用支援業務を行うためにベンダが本件システムの設置場所に立ち入ることを認めます。ユーザは、

ベンダが運用支援業務を行うために必要となる作業場所及び消耗品を無償にて提供するものとします。

6. 遠隔接続または遠隔操作によるサービス

本重要事項説明書でベンダとユーザが合意するときは、ベンダは、ユーザに対し、遠隔接続または遠隔操作による

業務を行います。

7. 設置場所の変更

ユーザは、ベンダに対して予め通知した本件システムの設置場所を変更する場合、ベンダに対し、変更後の設置

場所及び変更日を変更の 30 日前までに書面により通知するものとします。

8. 設置場所の整備

ユーザは、運用支援業務の対象となるハードウェアの製造会社が定める使用環境条件（入力電源、温湿度、塵埃、

振動、電界及び磁界、接地条件、対象製品に有害な塩基及び有酸ガス、メンテナンスエリア等）を本件システム

の設置場所において常に整備し、維持するものとします。

9. 使用地域の制限

ユーザは、本件システムを日本国内においてのみ使用するものとします。

10. 有効期間

本契約の有効期間は、契約締結の時から 1 年間とします。但し、期間満了１ヶ月前までにベンダ及びユーザのい

ずれからも書面による申出がない場合には、更に１年間延長するものとし、その後も同様とします。

11. 支払い遅延

ユーザが代金債務の支払を怠った場合、ベンダは、ユーザに対し、当該遅延日以降の運用支援業務を行う義務は

ありません。

■告知事項

1. 内容や専門用語でご不明の点は随時ご質問頂き、十分にご精査ください。

2. データのバックアップ作業はお客様の責任であり、特別の定めがない限りバックアップがない事により生

じる損害について、ベンダは責任を負いませんので、十分にご注意ください。
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K 運用支援業務契約の重要事項 (2)明細＜記

入例＞

項

番

運用支援サービス名称

業務内容
設置場所

サービス料金

（円／年、税抜）

請求方法

支払方法

請求開始

年月日

サービス期間 遠隔接続・操

作サービスの

有無

添付図書名
SLA 合意書

有無開始日 終了日

1 サーバ稼動監視サービス 東京都千代田区ｘｘｘ ○○○,○○○円

年額一括

銀行口座自動

引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
あり

稼動監視サービ

ス仕様書
有り

2 ウィルス監視サービス 東京都千代田区ｘｘｘ ○○○,○○○円

年額一括

銀行口座自動

引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
あり

ウィルス監視サ

ービス仕様書
有り

3 ウィルス駆除サービス 東京都千代田区ｘｘｘ ○○○,○○○円

年額一括

銀行口座自動

引落

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日

○○○○年

○○月○○日
あり

ウィルス駆除サ

ービス仕様書
有り

受託金額合計（税抜） 損害賠償限度額：（項番ごとに記載）

付帯事項：（ユーザが担当する業務等） 遠隔接続・操作サービスの内容：（項番ごとに記載）

項番 1：稼働監視サービス仕様書に基づく遠隔接続によって、指定のサーバの稼働状態を常時監視します。

異常発生時には、SLA 合意書に基づきお客様に状態通報を実施します。

項番 2：ウィルス監視サービス仕様書に基づく遠隔接続によって、アンチウイルスソフトの稼働状況、ウィ

ルス感染を常時監視します。異常発生時には、SLA 合意書に基づく状態通報を実施します。

項番 3：遠隔操作による駆除サービスは原則、接続毎にお客様の許可を得て実施します。遠隔操作で対応で

きない場合は、SLA 合意書に基づきオンサイトサービスを実施します。

連絡協議会の実施要項及びユーザ・ベンダの責任者、主任担当者：

特約条項： 再委託先の表示
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その他本件業務遂行に必要な事項

（法令・規制・規程等の遵守事項、その他の事項）

（鑑部分）
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(付録) 添付図書

項
番 図書名 版 日付

(鑑部分)


